
第６号議案

中野区長等の給料等に関する条例の一部改正に係る意見につい

て

上記の議案を提出します。

令和２年（２０２０年）１月２４日

提出者 中野区教育委員会教育長 入野 貴美子

（提案理由）

中野区長等の給料等に関する条例の一部改正について、地方教育行

政の組織及び運営に関する法律第２９条に基づき区長から意見を求め

られたので、意見を申し出る必要がある。



中野区長等の給料等に関する条例の一部改正に係る意見につい

て

中野区長等の給料等に関する条例（昭和３１年中野区条例第１５号）

の一部改正に当たり、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭

和３１年法律第１６２号）第２９条に基づき区長から意見を求められ

た別紙条例案について同意する。



中野区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例

中野区長等の給料等に関する条例（昭和３１年中野区条例第１５号）

の一部を次のように改正する。

第２条の表区長の項中「１，２４９，６００円」を「１，２４２，

４００円」に改め、同表副区長の項中「１，００３，１００円」を

「９９７，３００円」に改め、同表教育長の項中「８７９，２００円」

を「８７４，２００円」に改め、同表常勤の監査委員の項中「８０４，

３００円」を「７９９，７００円」に改める。

第５条第２項中「１００分の１６７」を「１００分の１７４」に、

「１００分の１７１」を「１００分の１７９」に改める。

附則に次の１項を加える。

２８ 令和２年３月に支給する期末手当に関する第５条第２項の規定

の適用については、同項中「１００分の２５」とあるのは、中野区

長、副区長及び教育長にあつては「１００分の４０」とする。

附 則

この条例は、令和２年３月１日から施行する。



令和２年（２０２０年）１月２４日

教育委員会事務局子ども・教育政策課

教 育 委 員 会 資 料

中野区長等の給料等に関する条例の一部改正に係る意見について

教育長の給料等を改定するため、中野区長等の給料等に関する条例の一部改

正について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定に基づ

き区長から意見を求められたことから、教育委員会の意見を申し出る。

記

１ 改正内容

教育長の給料月額を改定する。

教育長の期末手当を改定する。

※ 令和２年３月の期末手当については、特例措置を講ずる。

２ 新旧対照表

別添のとおり。

３ 施行年月日

令和２年３月１日

４ 今後のスケジュール

本件可決後、区長へ意見回答

令和２年区議会第１回定例会に一部改正条例案を提出

改定額 現行 差

教育長 874,200円 879,200円 5,000 円

改定後 現行 差

3月 25/100 25/100 ‐

6月 174/100 167/100 7/100
12月 179/100 171/100 8/100
合 計 378/100 363/100 15/100



中野区長等の給料等に関する条例新旧対照表

改正案 現行

第１条 （略） 第１条 （略）

（給料の額） （給料の額）

第２条 中野区長等の給料の月額（以下「給料月額」

という。）は、次の表のとおりとする。

第２条 中野区長等の給料の月額（以下「給料月額」

という。）は、次の表のとおりとする。

第３条・第４条 （略） 第３条・第４条 （略）

（支給方法等） （支給方法等）

第５条 （略） 第５条 （略）

２ 期末手当の額は、給料月額及び給料月額に１０

０分の４５を乗じて得た額の合計額に、３月に支

給する場合においては１００分の２５、６月に支

給する場合においては、中野区長、副区長及び教

育長にあつては１００分の１７４、常勤の監査委

員にあつては１００分の１５２、１２月に支給す

る場合においては、中野区長、副区長及び教育長

にあつては１００分の１７９、常勤の監査委員に

あつては１００分の１５６を乗じて得た額に、中

野区職員の期末手当に関する規則（昭和５０年中

野区規則第３９号）第３条の支給割合を乗じて得

た額とする。

２ 期末手当の額は、給料月額及び給料月額に１０

０分の４５を乗じて得た額の合計額に、３月に支

給する場合においては１００分の２５、６月に支

給する場合においては、中野区長、副区長及び教

育長にあつては１００分の１６７、常勤の監査委

員にあつては１００分の１５２、１２月に支給す

る場合においては、中野区長、副区長及び教育長

にあつては１００分の１７１、常勤の監査委員に

あつては１００分の１５６を乗じて得た額に、中

野区職員の期末手当に関する規則（昭和５０年中

野区規則第３９号）第３条の支給割合を乗じて得

た額とする。

３・４ （略） ３・４ （略）

附 則 附 則

１～２７ （略） １～２７ （略）

２８ 令和２年３月に支給する期末手当に関する

第５条第２項の規定の適用については、同項中

「１００分の２５」とあるのは、中野区長、副区

長及び教育長にあつては「１００分の４０」とす

る。

別表 （略） 別表 （略）

附 則

この条例は、令和２年３月１日から施行する。

区長 １，２４２，４００円

副区長 ９９７，３００円

教育長 ８７４，２００円

常勤の監査委員 ７９９，７００円

区長 １，２４９，６００円

副区長 １，００３，１００円

教育長 ８７９，２００円

常勤の監査委員 ８０４，３００円


